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会計年度任用職員の募集 問職員課 ℡71-2405

● 任用期間 令和8年4月1日～令和9年3月31日 募集人員 各職種とも若干名

募集職種 ■表1・2のとおり。全職種でパソコン技能（ワード・エクセル等）が必要です。
■職種欄に「（※）」がある職種は資格が必要です（令和8年3月31日までに取得見込みも可）。

勤務条件 原則9：00～17：00（職種により異なる場合があります）

受付期間 12月19日（金）～1月7日（水）　平日の8：30～17：15（必着）

申し込み 申込書を担当課へ直接または郵送で。申込書は職員課・市H
ホームページ
Pから入手できます。

選考方法 1月下旬～2月に面接などを行います。面接日は担当課から通知します。

そ  の  他 資格要件、勤務条件、報酬などの詳細は市HPをご確認ください。

職種 問い合わせ
一般事務 職員課

℡71-2405短時間の一般事務
週2日（7時間勤務/1日）
消費生活相談員（※） 地域づくり課

℡71-2495

保健師（※）
週4日（4時間勤務/1日）

国保年金課
℡71-2473

営農企画員
週4日（7時間勤務/1日）

農政課
℡71-2429

表1　（表1 内で重複しての申し込みはできません） 表2　（表2 内で重複しての申し込みはできません）

年間を通して働けない人は短期任用登録を！

臨時的な業務が発生したときに仕事をしていただく会
計年度任用職員（短期任用）を随時受け付けています。
年間を通しての勤務はできなくても、短期間なら働ける
という人はこちらへ申し込みください。

あなたの力を貸してください

除雪・水道管の凍結防止にご協力を
対策をお忘れなく、本格的な冬到来！

歩 道の安 全確 保に向けた除 雪のお 願い
市では、幹線道路や通学路などを中心に除雪や凍結防止剤の散布を行います。
除雪しきれない生活道路や歩道などは、各区に貸与している歩行型除雪機を
活用したり、隣近所で協力し合って除雪をお願いします。

除雪に関する問い合わせ
■市道　問維持管理課 ℡ 71-2425
■国道 19 号　問長野国道事務所松本出張所 ℡ 25-5752
■国道 147 号・403 号、県道　問安曇野建設事務所 ℡ 72-8880
■国道 143 号　問松本建設事務所 ℡ 47-7800

●寒 波に備え た水道管保護の実 施を
気温がマイナス4℃以下になると水道管の凍結や破裂の危険性が高まります。
水道メータが破損した場合は使用者が弁償しなければならない場合もあります
ので、適切な凍結防止対策にご協力ください。　　　　問上水道課 ℡ 71-2268

凍結しやすい場所

■建物の北側
■風当たりの強い場所
■むき出しになっている水道管
■水道メータ　など

凍結防止対策の例

■管の露出部分に凍結防止帯や保温材を巻く
■長期間使用しない外水道などは、蛇口を開いたまま不凍栓を閉じる
■気泡緩衝材や砕いた発泡スチロール材などを袋に入れて口を閉じ、水道
　メータボックス内に入れる　など

もし、水道管が破裂してしまったら
①水道メータボックス内の止水栓を閉める
②市指定の工事事業者（右記２次元コード）へ修理依頼をする 市指定給水装置

工事事業者の一覧

職種 問い合わせ
教育委員会の一般事務 学校教育課

℡71-2223学校事務
学校庁務員
学校支援員

（特別支援教育支援員・自立支援員・学
力向上支援員等）
学校支援員（※）

（医療支援員）
外国語コーディネーター
適応指導員

（中間教室指導員）
学校司書（※） 文化課図書館係

（中央図書館内）
℡84-0111公立図書館司書（※）

文化施設の一般事務
（受付・管理事務）

文化課博物館担当
℡71-2465

市誌編さんの一般事務
（編集・管理・事務）
学芸員（※）

（歴史・民俗・自然・教育普及）
学校給食調理員 中部学校給食センター

℡72-2674
公民館長 生涯学習課

℡71-2466社会教育指導員
公民館の一般事務
家庭児童相談員（※） 子ども家庭支援課

℡71-2265ひきこもり相談員（※）
児童発達支援相談員（※） 子ども発達支援相談室

℡81-0719

栄養士（※） こども園幼稚園課
℡71-2256保育士（※）

幼稚園教諭（※）
看護師（※）
こども園事務

松などの枯れた木に注意！

●大型除雪車走行後に寄せられた雪の除雪にご協力ください。

●グリーンベルトの除雪は地域やPTA の皆さんのご協力をお願いします。

●除雪車、救急車等の活動の妨げになるため、路上駐車はしないでください。

●作業中の除雪車への接近や無理な追い越しはしないでください。

●雪やごみが水路に詰まって水があふれ、例年宅地が浸水する等の被害がで

　ています水路には流さないで！

各区に配布している
融雪剤を活用ください。

丁寧に教えてもらえ

るので、不安なく仕事

ができます！

雪の重みで木が折れたり傾いたりすると、道路を塞ぐだけでなく、歩行者や車、
建物に被害を及ぼす危険があります。ご自宅周りを確認し、適切な管理をお願
いします。


